
年　　号 発信政党 　憲法改正に関する各党の表明及び政治状況　

昭和２０年 日本自由党 初代総裁　鳩山一郎

昭和２１年 日本国憲法　11月3日：公布

昭和２１年 共産党 衆院本会議で９条を「空文」と批判。　　　社会党追随、早い時期の改憲要望

野坂参三発言　→　我が国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする危険がある。それ故に

我が党は民族独立の為にこの憲法に反対しなければならない！・・・我が民族の独立を保障

しない憲法だ!

昭和２２年 自由党 日本国憲法　5月3日：施行   

※　２２年５月～２３年３月→社会党・２３年→民主自由党・２５年→自由党

昭和２６年 日本自由党 サンフランシスコ講和条約の国際会議でアメリカ制の憲法破棄を宣言しなかった。　

　　　　　　　　　　　-1951年９月８日調印　吉田茂元総理－

昭和３０年 自由民主党 昭和３０年自民党結党、憲法改正を党是とする。　現行憲法の自主的改正を図るとする。

昭和３１年 自由民主党 初代総裁「鳩山一郎」政権、自衛のための軍備保持の必要性を示した。

昭和３２年 自由民主党 岸信介　→　日米安保条約批准を優先 !  ３５年の批准を受けて辞任。

昭和３５年 自由民主党 池田勇人政権以降　→　経済成長優先に邁進!

　…その後、歴代首相はわざわざ就任時「在任中は改憲しない」と述べてきた…

昭和３６年 自由民主党 中曽根康弘元首相　→　「高度民主主義民定法草案」私案　→　国会閉会中の自衛軍出動承認

権限を「憲法評議会」に与える条項。

平成１７年 自由民主党 中曽根氏主宰「世界平和研究所」　試案「防衛軍の保持」明記　!    同年、改憲草案発表。

平成１７年 民主党 憲法提言で９条を改めるべきと提言!

平成１７年 民主党 鳩山由紀夫元首相　→　改憲派の急先鋒だった祖父・一郎元首相の遺志を継いだ鳩山氏の試案

は現行憲法や旧民主党の方針と大きく異なった。

「現行憲法のもっとも欺瞞的な部分」として９条２項を削除し、「自衛軍を保持する」

と明記した。天皇については、自民党の１７年草案さえ見送った「元首」とした。

女性天皇の皇位継承権を盛り込み、緊急事態時の国会議員任期延長なども規定した。

平成１７年 公明党 平成１７年衆院選以降の公約から平成２６年衆院選までは「加憲」、すなわち「自衛隊の存在明記を

慎重に検討する」としていたが、２７年、安全保障関連法案成立を理由に改正の必要は無くなったと

して立場を変更した。

平成１８年 民主党 テロ等準備罪に関して平成１８年、共謀罪政府案に対して修正案を提出し、２９年に至り、

自民党同法案では、当時の民主党修正案をほぼ認められている。にも拘わらず、戦前の

治安維持法を引っ張り出して阻止に走っている。

平成２４年 自由民主党 同２４年、新たな改正草案発表　　　「国防軍の保持」を明記

固有の分化、天皇陛下の日本の元首としての位置づけ、国旗及び国歌尊重、

自衛隊を国防軍として改める、９条には「領土、領海、領空の保全と資源確保を国の義務として定

める。２４条として、家族条項新設、緊急事態を章として設ける。等々

平成２５年 民主党 枝野幸男私案、党憲法調査会長　→　９条１・２項に追加して「自衛権の行使」を明文化した

平成２７年 自由民主党 〇岸田外相　→　平成２７年１０月、「当面９条自体は改正することを考えない」と発言　!

平成２８年 自由民主党 「憲法改正推進本部」設置。各都道府県にも設置通達。

平成２８年 民進党 前原元外相　→　９条１・２項は変えず、３項に自衛隊の位置づけを加えると表明!

平成２９年 民進党 ９条改正反対を明言!　９条改憲阻止野党連合!　に走る。

　　同 民進党 細野代表代行(４月辞任)　→いつかは憲法に書かなければならないと柔軟姿勢発言! 

　　同 民進党 現在は「安倍政権下での憲法改正は反対」とし、反改憲勢力の様相を呈している。

1 平成２９年 自由民主党 全国都道府県自民党地方支部組織に「憲法改正推進本部」設置。
〇安倍総理　→　自衛隊の存在を明文化する９条の改正と平成３２年に新憲法施行の意向表明　!

(１項、２項はそのままで、３項に自衛隊　明文化)

※ 自衛隊は憲法違反である。と言いながら、９条改正には反対と言う、世論の矛盾解消を図る !　→　総理

「党憲法改正推進本部」保岡興治(おきはる)本部長は「党の公式文書の一つ」として棚上げ発言。（火消）

平成２９年 自由民主党 〇石破氏　→　異論　・・・　今までの草案づくり議論ではなかった。総理発言に反論

　平成24年の改革草案で「国防軍の保持」を明記していたが、現在(29年)は、改憲候補に位置付けて

　はいない。　(憲法改正実現には政治的な対立を避けなければならない。との理由)

一方では、「９条改正なしの憲法改正はあり得ない!  (山田宏参院議員)　との意見有り。

　　同 自由民主党 党憲法改正推進本部の下に改憲起草委員会の設置を進める。　

※ 安倍首相は、中曽根康弘元首相の「白寿を祝う会」（5／15）に出席し、憲法改正について

「憲法というのは、国会の３分の２の議員の発議によって国民投票に付される。主役は国民。

今後、国民的な議論が深まっていくことを大いに期待したい」と語りました。

  更に、同日、安倍首相は国民投票と国政選挙の同時実施について、「別途やるのが合理

的かどうかということもある」と述べ、与野党間で国民投票と国政選挙を切り離すことが

検討されていることに対して、同時実施にも含みを持たせました。

　　同 自由民主党  今後、自民党は、改正原案を取りまとめるため、党の憲法改正推進本部の下に、起草委

員会を５月中にも設置する方向で調整していることを明らかにした。

2 平成２９年 共産党 「憲法９条改悪阻止闘争本部」（本部長・志位和夫委員長、本部長代理・小池晃書記局長）
を党内に設置した。　小池晃書記局長は「党を挙げて憲法９条改悪を許さないという大闘争

※ を国会の内外で広げていく」としている。
平成２９年 自由民主党 今年秋の臨時国会で改憲項目を絞り込んだ上で来年１月召集の通常国会に改正原案を提出

夏までに発議。最短６０日間の周知期間を経て年末に国民投票－との段取り。…安倍総理

平成２９年 民進党 枝野→自衛隊の根拠規定について：国民投票で否決されたら自衛隊は憲法違反になる。

自衛隊の正統性を危うくするかも知れないギャンブルは自衛隊に失礼だ。　（６月３日）

平成２９年 自由民主党 安倍総理：6月20日→平成32年新憲法施行に向け党所属の国会議員に自らの改憲に対する

考えを直接説明する方針を決めた。党憲法改正推進本部の保岡興治本部長に伝えた。

※ 　9条1・2項を維持した上で、自衛隊の根拠規定を明記する首相提案の議論に入る。

※ 　6月21日、9条テーマの推進本部全体会議会合。　 8月上旬までに緊急事態条項

※   参院選挙区「合区」の解消、教育無償化についての議論を進める。

3

平成２９年 自由民主党 6／24　下村幹事長代行→秋にも想定される「臨時国会」が終わる前（11月上旬）に自民党

改憲案を憲法審査会に出したいと発言・・・(6月25日報道）

憲　法　改　正　論　議　と　政　治　動　向　　　　　　　　　

　30年12月衆院選・国民投票 又は　31年7月参院選・国民投票　にて成立を目指す。

※自民党、29年7月～9月で党内意見まとめ、10月～12月で公明党擦り合わせ。改正案とりまとめ！。30年通常国会初めに
　衆参憲法審査会に提示。通常国会終盤に改憲勢力三分の二をもって改憲発議！…　



4 平成２９年 共産党 皇位継承を認める、皇室典範改正案付帯事項にからみ、女系天皇を認めるなら９条変えても良い！

と発言！　（志位書記局長　共産党の本音・・・）

5 平成２９年 社民党 7/20 ９条１、２項を維持した上で自衛隊の存在を明記する安倍晋三首相の提案について「自衛隊拡大」
の歯止めとなってきた（戦力不保持と交戦権否定を定めた）２項を死文化する」と批判した。
同時に「国民の多くが自衛隊を容認していることを利用し、再び戦争ができる国に転換しようとの狙い

は極めて危険だ」と指摘した。

緊急事態条項の新設については「基本的人権を大きく制約する根拠となり、ナチスの「全権委任法」の

ように機能し、首相独裁につながる」と懸念を表明。

平成２９年 自民党 ７月３０日　教育無償化→　２６条　１項に「経済的理由で教育を受ける権利を奪われない」

　　　　　　　　　　　　　３項新設、教育環境の整備促進(案)　　両案検討

6 平成２９年 自民党 8/3　2020年新憲法施行「スケジュールありきではない」秋の臨時国会、自民党改憲案提示先送り　示唆!
 ゝ  党役員会で高村氏→改憲論議について、これからは党にお任せいただき、内閣は経済第一でと発言。
　　　　　来年の党総裁選で改憲を争点にしない狙いが布陣に見える。
※　 自民党は、８月末から憲法改正推進本部において２巡目の議論をはじめます。
     ８月２９日には「自衛権」について審議します。

平成２９年自民党 9/12 憲法改正推進本部会合再開　自衛隊明記の条文を示す。９条改正叩き台を10/22迄に示したい。(保岡)

平成２９年自民党 憲法推進本部長に細田博之氏
自民党 高村正彦副総裁は　10／31、BSジャパンの番組で、憲法9条改正に関し、戦力不保持を定めた2項の削除は

「無理だ」と述べた。理由については「今の国民には『9条信仰』が強く、その中には2項も含まれる」と説明。
国民投票で支持を得ることを考慮して2項を維持する案が現実的だとの考えを示した。

衆院年内解散風!


